
高知県における促進区域設定に関する環境配慮基準の策定に係る

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の一部改定について

１ 改定の趣旨

・地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条第６項に基づき、策定する「高知県

促進区域の設定に関する環境配慮基準」を「高知県地球温暖化対策実行計画（区

域施策編）」の別冊資料として定めることとした。

・これに伴い、現行の「高知県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」へ、別冊資

料として、「高知県促進区域の設定に関する環境配慮基準」を定めることを追記

する改正を行うもの。

２ 改定内容

（１）「高知県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」への追記。

（P.2）関係法令における位置づけ(別紙下線内容を追記)

（２）「高知県促進区域の設定に関する環境配慮基準」を「高知県地球温暖化対策実

行計画（区域施策編）」の別冊資料として定める。

３ 策定スケジュール

令和４年７月 29 日 高知県環境審議会に環境配慮基準（案）の考え方及び高知

県脱炭素社会推進協議会(以下、「協議会」という。)にて審

議を行う旨を説明

令和４年８月下旬 市町村へ同（案）を意見照会

令和４年９月 12 日 協議会にて同（案）について審議し了

→意見公募後の修正は、協議会会長に一任することとなった。

令和４年 12 月１日 意見公募開始（令和５年１月６日まで）

令和５年２月７日 意見公募への対応について、協議会会長と協議を行い決定

令和５年２月 15 日 県 HP にて、意見公募への対応（県基準の策定、区域施策

編の改定）を公表。

令和５年２月 17 日 環境審議会にて県基準の策定について報告。
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１ 計画の位置づけ

（１） 関係法令における位置づけ

この計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」及び「高知県環境基本条例」に基づき策定するも
のです。なお、地球温暖化対策推進法第 21条第 6項及び第 7項に規定する都道府県が定める基準は、
別冊「高知県促進区域の設定に関する環境配慮基準」に定めます。

（２） 高知県の他の環境計画との関係

この計画は、本県の環境の保全と創造に関する総合的な計画である「高知県環境基本計画」が目指す
３つの社会のうち、“地球温暖化対策が進んだ脱炭素社会”を実現するための具体的な取組を総合的かつ
計画的に実施するための計画です。

上位計画

高知県の環境関係の計画

【目指すべき将来像】
・地球温暖化対策が進んだ脱炭素社会
・環境への負荷の少ない循環型社会
・自然環境の保全が図られた自然共生社会

高知県環境基本計画

※1 「区域施策編～高知県全域における地球温暖化対策～」は、県全域から排出される温室効果ガスの削
減に取り組む計画です。

※2 「事務事業編～高知県庁における地球温暖化対策～」は、高知県庁から排出される温室効果ガスの削
減に取り組む計画です。

高知県廃棄物処理計画

高知県新エネルギービジョン

高知県地球温暖化対策実行計画
○区域施策編※１
○事務事業編※２


